
、

…
…
と
じ
て
保
存
し
ま
し
ょ
・
才
…
…
：

15

冾
ﾍ
敬
老
の
日

80

ﾎ
以
上
の
お
と
し
よ
り
に
祝
金

百
一
歳
の
誕
生
日
を
迎
え
ま
す
ま
す
元
気
。
軽
作
業
と
晩
し
ゃ
く
が
日
課
の
海
野
徳
次
郎
さ
ん
。

○
…
カ
月
十
五
日
は
「
、
敬
老
の
日
」
一
．
こ
の
日
は
多

年
に
わ
た
っ
て
社
会
に
つ
く
し
て
き
た
お
と
し
よ
り

を
敬
愛
し
、
長
寿
を
祝
う
日
で
す
。
町
内
に
は
六
十

五
歳
以
上
の
お
と
し
よ
り
が
、
八
月
一
日
現
在
で
干

六
十
五
人
（
町
人
口
の
一
五
％
）
こ
の
う
ち
八
十
歳

以
上
が
百
九
十
六
人
、
九
十
歳
以
上
が
十
四
人
お
ら

れ
ま
す
。
（
九
十
歳
以
上
の
お
名
前
は
五
ペ
ー
ジ
）

○
…
町
で
は
国
や
県
と
と
も
に
、
老
人
医
療
費
の
支

給
、
老
人
健
康
診
査
、
ね
た
き
り
老
人
へ
の
家
庭
奉

仕
員
派
遺
事
業
な
ど
、
お
と
し
よ
り
の
み
な
さ
ん
が

い
つ
ま
で
も
長
生
き
し
て
い
た
だ
く
よ
う
努
め
て
い

ま
す
。
ま
た
敬
老
の
日
に
は
八
十
歳
以
上
の
お
と
し

よ
り
に
敬
老
祝
金
を
贈
る
ほ
か
、
九
十
歳
を
こ
え
る

人
に
は
町
長
が
直
接
長
寿
を
お
祝
い
い
た
し
ま
す
．

○
…
本
町
の
最
高
齢
者
は
寺
迫
の
海
野
徳
次
郎
さ
ん

で
、
こ
と
し
六
月
二
十
二
日
に
百
一
歳
の
誕
生
日
を

迎
え
ま
し
た
。
坪
谷
の
海
野
豆
－
太
郎
さ
ん
も
こ
と
し

三
月
二
十
八
日
に
満
百
歳
に
な
り
ま
し
た
。
み
な
き

ん
と
と
も
に
長
寿
を
お
祝
い
申
し
あ
げ
ま
す
。
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こう，
つ町報と

弟

険に入ろう口

林業係と森林組合で受付

場彊．
．3‘㌧’．

国『昌

》い

翻
　
わ
た
し
た
ち
の
ま
わ
り
に
は
生
活
を

守
る
い
ろ
い
ろ
な
保
険
が
あ
り
ま
す
。

生
命
保
険
と
か
自
動
車
保
険
、
火
災
保

険
な
ど
、
万
一
の
事
故
に
備
え
て
、
家

庭
の
幸
福
と
安
心
、
貴
重
な
財
産
の
安

全
を
保
証
し
て
い
ま
す
。

　
「
す
ぎ
」
と
か
「
ひ
の
き
」
な
ど
の

造
林
き
れ
た
森
林
に
対
す
る
保
険
に

「
森
林
国
営
保
険
」
が
あ
り
ま
す
．
．

　
こ
の
保
険
は
、
森
林
所
有
者
の
強
い

要
望
に
よ
り
昭
和
十
二
年
か
ら
国
の
直

営
の
保
険
と
し
て
発
足
し
ま
し
た
。
当

初
は
火
災
保
険
ゼ
け
で
し
た
が
、
そ
の

後
、
風
害
や
水
害
、
干
害
な
ど
の
気
象

諺

f

轟
’
鳳

ご瀬

災
害
ま
で
そ
の
対
象
と
さ
れ
る
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。

　
長
い
年
月
苦
労
し
て
育
て
た
大
切
な

森
林
は
、
一
年
一
年
そ
の
価
値
は
高
く

な
り
ま
す
。
こ
の
保
険
は
不
幸
に
し
て

災
害
を
う
け
て
森
林
が
台
な
し
に
な
っ

た
と
き
、
年
年
高
く
な
る
価
値
に
合
せ

た
ス
ラ
イ
ド
制
に
よ
り
、
国
が
そ
の
損

害
を
金
銭
的
に
補
い
ま
す
。

人
工
林
が
加
入
で
き
る

　
こ
の
保
険
に
加
入
で
き
る
森
林
は
、

「
す
ぎ
」
　
「
へ
）
の
き
」
　
「
ま
つ
」
と
い

｛．

ｽ
人
工
的
に
造
林
さ
れ
た
も
の
に
限

ら
れ
ま
す
。
樹
の
年
齢
に
は
制
限
が
な

い
の
で
、
一
年
生
か
ら
何
年
生
ま
で
で

も
加
入
で
き
ま
す
．
，
ま
た
、
所
有
者
で

あ
れ
ば
ど
な
た
で
も
加
入
で
き
ま
す
。

　
加
入
の
申
込
み
は
役
場
の
林
業
係
と

森
林
組
合
で
受
付
け
ま
す
。
印
か
ん
ゼ

け
持
っ
て
相
談
き
れ
る
と
手
続
き
が
で

き
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
．
．

　
保
険
料
は
契
約
す
る
樹
の
種
類
や
樹

の
年
齢
に
よ
っ
て
き
ま
っ
て
い
ま
す
．
．

　
一
例
を
あ
げ
て
み
ま
す
と
！

　
こ
と
し
植
え
た
「
す
ぎ
」
の
場
合
に

十
年
分
を
一
時
払
い
す
る
と
、
保
険
料

は
一
二
当
り
一
万
七
千
二
百
円
に
な
り

ま
す
．
．
そ
の
と
き
の
保
険
金
は
、
一
年

生
の
と
き
で
二
十
五
万
円
、
五
年
生
の

と
き
は
五
十
三
万
円
、
十
年
生
の
と
玉
、
－

で
八
十
↓
万
円
に
な
り
ま
す
．
．

　
造
林
補
助
金
を
う
け
ら
れ
る
山
に
つ

い
て
は
、
み
な
き
ん
の
了
解
を
う
け
て

そ
の
補
助
金
の
中
か
ら
保
険
料
を
支
払

う
二
・
二
に
し
「
、
、
加
入
し
て
も
ら
（
．
て

い
ま
す
。

継
続
し
て
契
約
を

　
ま
た
、
保
険
の
期
間
が
き
れ
レ
ー
－
と
き

に
は
引
き
つ
づ
き
契
約
す
る
よ
う
す
す

め
て
い
ま
す
。

　
現
在
の
と
こ
ろ
、
本
町
の
加
入
者
は

造
林
補
助
金
の
中
か
ら
保
険
料
を
支
払

っ
た
分
が
主
で
す
、
そ
の
中
で
、
保
険

の
期
間
が
き
れ
て
も
ほ
と
ん
ど
継
続
の

標語とポスター募集

あすをきずく人づくり運動

　
太
・
町
は
「
．
あ
す

を
き
ず
く
人
づ
く

り
運
』
動
」
の
モ
デ

ル
町
と
し
て
県
の

指
定
を
う
け
て
い

ま
す
．
．
人
づ
く
り
．

運
動
と
は
、
す
．
べ

て
の
地
域
住
民
が

健
康
で
、
住
み
よ

い
生
活
環
境
づ
く

り
に
積
極
的
に
参

加
し
よ
う
と
す
る

住
民
運
動
で
す
。

　
町
で
は
こ
の
運

動
の
標
語
と
ポ
ス

タ
…
を
募
集
し
ま

す
．
．

　
　
応
募
の
規
定

▽
応
募
資
格
　
東
郷
町
に
在
住
す
る
学

　
　
生
・
生
徒
・
一
般
・
高
齢
者
。

▽
応
募
作
品
　
未
発
ヂ
の
も
の
で
、
つ

　
　
ぎ
の
入
づ
く
り
実
践
事
項
に
ち
．
な

　
　
ん
だ
標
語
及
び
ポ
ス
タ
ー
．
．
標
語

　
　
は
一
人
二
首
以
内
．
ポ
ス
タ
ー
は

契
約
を
し
て
い
な
い
の
が
実
情
で
す
。

　
人
工
林
が
ふ
え
て
く
る
と
火
災
な
ど

の
危
険
の
度
合
い
も
高
く
な
り
ま
す
。

　
最
近
、
山
に
は
山
林
関
係
者
だ
け
で

な
く
一
般
の
人
た
ち
も
レ
ク
リ
エ
ー
シ

・
ン
で
出
入
り
す
る
機
会
が
多
く
な
っ

て
い
ま
す
．
．

　
こ
の
際
、
ぜ
ひ
「
森
林
国
営
保
険
」

に
加
入
さ
れ
る
こ
と
を
お
す
す
め
い
た

し
ま
す
。

　
　
一
人
一
枚
で
規
格
は
自
由
。
作
品

　
　
に
は
住
所
、
氏
名
、
年
齢
、
職
業

　
　
を
明
記
．
．

　
。
時
間
を
守
り
、
集
会
に
は
す
す
ん

　
　
で
参
加
し
ま
し
ょ
う
。

　
　
（
作
品
例
日
・
き
ま
り
よ
く
、
す
す

　
　
ん
で
集
る
人
づ
く
り
）

　
。
郷
土
を
愛
し
、
花
い
っ
ぱ
い
運
動

　
　
を
す
す
め
ま
し
よ
う
．
．

　
。
祝
祭
日
に
は
国
旗
を
揚
げ
ま
し
よ

　
　
う
＾
．

　
・
す
す
ん
で
あ
い
き
つ
を
し
ま
し
ょ

　
　
や
つ
。

▽
作
品
の
送
り
先

　
　
東
郷
町
大
字
山
陰
丙
一
三
九
〇

　
　
　
東
郷
町
教
育
委
員
会

▽
応
募
締
切
　
昭
和
5
1
年
1
0
月
3
1
日

▽
ほ
う
賞
　
小
学
生
・
中
学
生
・
高
校

　
　
大
学
・
一
般
成
人
・
高
齢
者
の
部

　
　
に
そ
れ
ぞ
れ
入
選
一
点
、
佳
作
若

　
　
訓
点
に
賞
状
と
記
念
品
を
贈
る
。

▽
発
表
　
町
報
に
掲
載

▽
表
彰
　
人
づ
く
り
研
究
大
会
の
中
で

　
　
行
う
。

’
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国
民
健
康
保
険
税

9

月
は
確
定
賦
課

　
東
郷
町
の
国
民
健
康
保
険
税
は
、
毎

年
五
月
に
暫
定
賦
課
に
よ
り
一
期
を
納

め
て
い
た
だ
き
、
九
月
に
確
定
賦
課
を

矛
う
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

そ　
こ
れ
は
保
険
税
の
算
定
の
基
礎
と
な

る
所
得
額
、
固
定
資
産
税
が
決
定
し
な

け
れ
ば
、
保
険
税
の
謝
算
が
で
き
な
い

か
ら
で
す
。
し
た
が
っ
て
、
五
月
に
納

め
た
暫
定
賦
課
に
よ
る
一
期
分
は
、
前

年
度
の
保
険
税
の
一
納
期
分
を
回
り
に

納
め
て
い
た
だ
い
た
わ
け
で
す
．
、

保
険
税
の
算
定
方
法

費
用
を
被
保
険
者
で
案
分

　
国
民
健
康
保
険
税
は
町
税
で
す
が
、

一
般
に
い
う
町
民
税
や
固
定
資
産
税
な

ど
の
普
通
税
と
は
異
な
り
、
目
的
税
と

し
て
取
扱
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
こ
の
目
的
税
と
し
て
の
保
険
税
の
役

割
は
、
国
民
健
康
保
険
事
業
を
行
う
費

用
以
外
に
使
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
い

こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　
そ
こ
で
保
険
税
を
算
定
す
る
方
法
は

ま
ず
国
民
健
康
保
険
事
業
の
経
費
の
う

ち
保
険
税
で
徴
収
す
べ
き
総
額
を
算
出

し
、
そ
の
総
額
を
一
定
の
方
法
で
納
税

義
務
者
（
被
保
険
者
）
に
案
分
す
る
と

い
う
賦
課
方
法
が
と
ら
れ
て
い
ま
す
、
．

税
は
医
療
費
の
3
8
％

　
こ
こ
で
い
う
、
保
険
税
で
徴
収
す
く

き
額
と
は
、
そ
の
年
度
の
療
養
給
付
費

（
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
の
医
療

費
で
、
町
が
支
払
う
七
割
給
付
分
）
の

六
五
％
に
相
当
す
る
額
と
き
れ
て
い
ま

す
。　

昭
和
五
十
一
年
度
の
本
町
の
療
養
給

付
費
は
約
一
億
七
千
万
円
で
す
か
ら
、

こ
の
計
算
で
算
定
し
た
税
額
は
約
一
億

一
千
万
円
に
な
り
ま
す
。
し
か
し
、
こ

の
額
を
そ
の
ま
ま
税
と
す
る
と
、
前
年

度
の
二
倍
と
な
り
、
あ
ま
り
に
も
保
険

税
が
高
く
な
り
ま
す
．
．

　
し
た
が
っ
て
、
町
で
は
国
民
健
康
保

険
事
業
の
費
用
の
う
ち
、
最
低
限
税
に

収
入
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
額
を

保
険
税
と
し
て
徴
収
す
る
方
法
が
と
ら

れ
て
い
ま
す
．
．
こ
の
方
法
に
よ
る
昭
和

五
十
一
年
度
に
保
険
税
と
し
て
徴
収
す

べ
き
総
額
は
六
千
五
百
八
十
万
円
と
な

り
、
療
養
給
付
費
に
対
す
る
割
合
は
三

八
・
三
％
と
な
り
ま
す
。

医
療
費
が
上
れ
ば

税
金
も
高
く
な
る

つ
ぎ
に
税
の
総
額
を
納
税
義
務
者
に

案
分
す
る
方
法
で
す
が
、
こ
れ
は
①
所

得
の
あ
る
者
②
資
産
の
あ
る
者
③
被
保

険
者
数
に
よ
る
も
の
④
世
帯
当
り
平
等

に
す
る
も
の
に
分
け
ら
れ
ま
す
。

　
し
た
が
っ
て
、
本
年
度
の
課
税
総
額

六
千
五
百
八
十
万
円
を
そ
れ
ぞ
れ
に
案

分
し
ま
す
と

①
所
得
割
三
三
五
％
二
千
三
百
万
円

②
資
産
割
引
一
〇
％
六
百
五
十
万
円

⑤
被
・
保
険
者
均
等
割
　
四
〇
％
　
二
干

　
　
　
　
　
　
六
百
三
十
万
円

④
世
帯
別
製
等
割
　
　
一
五
％
　
九
百
八

　
　
　
　
　
　
十
万
円

　
1
一
と
な
り
ま
す
。

必要な歯の治療は

保険で十分できる

　
歯
や
歯
ぐ

き
の
病
気
に

な
っ
た
場
合

健
康
保
険
や

国
民
健
康
保

険
な
ど
で
は

こ
れ
を
扱
っ

て
い
る
歯
科

医
院
の
窓
口

に
保
険
証
を

提
出
す
れ
ば

通
常
必
要
と

す
る
治
療
は

全
部
保
険
で

で
き
る
よ
う

に
な
っ
て
い
ま
す
。

　
も
う
少
し
く
わ
し
く
説
明
し
ま
す
と

歯
や
歯
ぐ
き
が
病
気
に
な
っ
た
場
合
、

診
察
・
検
査
・
レ
ン
ト
ゲ
ン
診
断
．
投

薬
・
注
射
・
理
学
療
法
・
処
置
及
び
手

術
・
麻
酔
・
歯
冠
修
復
（
歯
の
悪
く
な

　
さ
ら
に
、
所
得
額
、
固
定
資
産
税
額
、

被
保
険
者
の
数
、
世
帯
の
数
が
決
定
す

る
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
税
率
が
算
定
さ
れ

そ
の
率
を
も
っ
て
各
世
帯
の
税
額
が
算

出
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
本
年
度
は
前
年
度
に
比
較
し
て
、
保

険
税
は
約
一
〇
％
高
く
な
り
ま
す
。

　
医
療
費
が
高
く
な
れ
ば
税
金
も
高
く

な
る
。
こ
れ
が
国
民
健
康
保
険
税
で
あ

り
、
事
業
を
行
う
た
め
の
目
的
税
の
特

性
で
も
あ
り
ま
す
。

　
確
定
し
た
保
険
税
に
つ
い
て
は
、
次

号
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
．
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
税
務
課
）

つ
た
部
分
を
削
り
、
そ
の
部
分
に
つ
め

た
り
、
か
ぶ
せ
た
り
し
て
歯
を
も
と
ど

お
り
に
す
る
こ
と
）
　
・
欠
損
補
綴
（
歯

の
抜
け
た
と
こ
ろ
に
入
れ
歯
な
ど
を
入

れ
る
こ
と
）
な
ど
通
常
必
要
と
す
る
治

療
は
、
全
部
保
険
で
で
き
ま
す
。

　
い
わ
ゆ
る
差
額
徴
収
治
療
は
七
月
三

十
一
日
限
り
で
廃
止
さ
れ
ま
し
た
が
、

通
常
必
要
と
す
る
治
療
が
保
険
で
十
分

で
き
る
こ
と
は
、
従
来
と
ま
っ
た
く
変

り
あ
り
ま
せ
ん
。

　
ま
た
、
保
険
を
使
用
し
た
歯
の
治
療

に
よ
り
、
物
を
か
ん
ゼ
り
、
話
を
し
た

り
す
る
歯
の
機
能
は
、
十
分
回
復
さ
れ

ま
す
。

　
保
険
を
使
用
し
て
歯
の
治
療
を
す
る

場
合
の
患
者
さ
ん
の
負
担
額
は
、
健
康

保
険
と
国
民
健
康
保
険
の
場
合
は
つ
ぎ

の
と
お
り
で
す
。

　
健
康
保
険
の
被
保
険
者

　
　
二
百
円
（
初
診
時
の
一
部
負
担
金

　
　
　
　
　
で
入
院
の
場
合
は
別
）

健
康
保
険
の
被
扶
養
者
ま
た
は
国
民

健
康
保
険
の
被
保
険
者

　
保
険
で
行
っ
た
治
療
費
．
の
一
．
一
刮

保
険
で
で
き
な
い
治
療

あ
ら
か
じ
め
医
師
と
相
談
を

　
健
康
保
険
や
国
民
健
康
保
険
な
ど
は

疾
病
負
傷
に
対
し
て
給
付
を
行
う
保
険

で
す
の
で
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
事
例
に
つ

い
て
は
給
付
で
き
な
い
こ
と
に
な
っ
て

い
ま
す
。

①
　
健
康
診
断

②
歯
列
き
ょ
う
正
（
歯
並
び
を
そ
ろ

　
え
る
治
療
）
や
美
容
を
目
的
と
す
る

　
も
の

旦
　
虫
歯
の
予
防
（
歯
に
フ
ッ
ソ
を
塗

　
布
す
る
方
法
な
ど
）

　
こ
の
ほ
か
、
通
常
必
要
と
す
る
治
療

外
の
治
療
（
特
殊
な
材
料
な
ど
を
使
用

す
る
治
療
）
に
つ
い
て
も
給
付
で
き
な

い
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
．

　
保
険
の
対
象
と
な
る
金
（
前
歯
に
入

れ
る
十
四
カ
ラ
ッ
ト
の
金
）
以
上
の
金

や
白
金
、
特
殊
な
材
料
な
ド
ぎ
を
使
用
す

る
治
療
に
つ
い
て
の
い
わ
ゆ
る
差
額
徴

収
治
療
の
制
度
は
、
七
月
三
十
一
日
限

り
で
廃
止
さ
れ
ま
し
た
。
し
か
し
、
前

に
述
べ
た
よ
う
に
、
歯
の
治
療
は
保
険

で
十
分
で
き
ま
す
。

　
ど
う
し
て
も
、
患
者
さ
ん
が
金
や
白

金
加
金
な
ど
の
特
殊
な
材
料
を
希
望
す

る
場
合
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
歯
科
医
師

と
十
分
話
し
合
い
、
金
額
に
つ
い
て
も

見
積
書
な
ど
に
よ
っ
て
確
認
し
、
納
得

し
た
う
え
で
行
っ
て
く
だ
さ
い
。



（4）
b
つ

こγ
つ町報と

、

あ
な
た
も
参
加
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7
日
に
町
民
体
育
祭

　
町
味
育
協
会
て
は
、
八
月
十
日
に
開

、
た
理
事
会
て
ま
町
民
体
育
祭
の
開
催

妥
一
丁
冷
工
芸
ゐ
了
浜
b
し
た

［、

J
催
の
主
旨

む
牛
首
祭
圭
広
く
住
民
の
間
に
ス
ふ

t
ソ
を
振
興
し
て
、
そ
の
普
及
発
展
を

図
り
、
町
民
の
健
康
づ
く
り
と
、
明
朗

て
豊
か
な
人
間
性
を
助
長
す
る
・
、
の
て

あ
る
、

　
二
、
実
施
方
針

H
　
町
民
の
体
蒔
田
て
あ
る
。
す
＼
’
、

の
町
民
か
相
集
い
、
そ
の
体
力
に
応
し

て
参
加
す
る
親
睦
の
場
て
あ
る
。

口
　
競
技
は
、
単
に
勝
敗
を
競
う
ば
か

り
て
な
く
．
参
加
者
も
観
衆
も
と
も
に

楽
し
む
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
転
、
5
い

　
三
、
期
日

　
↑
月
十
七
日
（
第
三
日
曜
日
）
。
た
七

し
、
干
天
の
と
玉
、
・
よ
同
月
二
十
四
日

　
四
、
会
場

　
町
営
総
合
ケ
巧
ウ
ノ
k

　
五
、
参
加
資
格

6
　
東
郷
町
の
住
民
’
、
あ
れ
は
参
加
て

㌧
、
・
る
．
た
セ
し
、
公
民
館
長
か
ら
提
出

き
れ
る
選
手
名
簿
に
登
録
き
れ
た
者
。

口
　
越
f
の
変
史
登
録
は
そ
の
種
目
の

競
技
開
始
前
二
十
分
ま
て
と
し
、
そ
の

後
の
変
更
は
認
め
な
h
．

　
六
、
年
齢
制
限

　
年
齢
別
の
競
技
種
目
て
の
年
齢
は
満

年
齢
と
し
、
十
月
十
七
日
か
基
準
日

年
齢
を
明
確
こ
す
る
た
め
、
申
込
書
（
選

手
名
簿
）
に
生
年
月
日
を
職
人
す
る
．

　
七
、
出
場
制
限

　
徒
走
競
技
並
び
に
閏
体
鼓
技
に
つ
h

て
は
出
場
回
数
の
制
限
は
し
な
い
か
、

リ
レ
ー
二
種
日
［
に
同
一
選
手
の
出
場
ほ

て
｝
噛
魑
な
い
　
セ
た
し
、
職
場
対
抗
リ
ノ

ー
と
公
民
館
役
職
員
リ
ノ
ー
は
除
く
．

　
徒
走
競
技
に
つ
い
て
は
、
↓
種
目
伍

齢
別
に
出
場
人
数
を
一
公
民
館
六
人
以

≡
＝
一
一
一
一
≡
≡
一
一
≡
一
≡
一
≡
≡
一
≡
≡
≡
一
一
＝
≡
≡
＝
一
≡
＝
≡
一
≡
≡
≡
≡
一
≡
≡
一
一
一
≡
≡
一
一
一
一
一
＝
≡
≡
一
＝
≡
一
一
一
≡
＝
一
一
一
一
一
＝
［
一
一
一
一
一
一
一
一
＝
一
一
一
一
三
≡
一
＝
…
一
一
一
≡
≡
一
一
≡
一
＝
＝
一
≡
≡
≡
≡
一
一
一
；
≡
≡
一
；
≡
一
一
≡
一
≡
一
一
≡
一
≡
一
≡
一
≡
一
一
一
≡
一
≡
≡
一
≡
一
≡
一
一
＝
≡
≡
≡
一
一
≡
一
一
一
一
一
一
≡
一
一
一
一
＝
≡
一
一
≡
一
一
≡
一
＝
≡
一
≡
≡
一
≡
一
＝
≡
≡
≡
一
≡
一
一
≡
一
≡
一
≡
一
一
＝
≡
一
一
≡
一
「
≡
＝
一
≡
≡

ソ
フ
ト
ボ
ー
ル

九
州
大
会
出
場

商
工
会
青
年
部
チ
ー
ム

　
町
商
工
会
（
田
原
廷
丁
会
長
昌
百
・
1

七
人
）
の
青
民
部
ノ
ワ
ト
下
ー
レ
チ
ー

ム
か
、
第
七
回
全
国
商
工
会
ノ
フ
ト
ホ

ー
レ
九
嘱
地
区
大
会
に
県
代
表
と
し
て

出
場
す
る
二
と
に
な
－
）
ま
し
た
．

　
町
年
七
月
、
町
商
工
会
員
の
四
十
歳

以
ト
の
青
年
層
か
集
り
、
青
年
部
を
結

成
、
会
長
に
福
瀬
の
塩
月
清
久
さ
ん
を

選
び
ま
し
た
　
現
在
、
会
員
二
十
八
人

て
お
た
が
い
の
親
睦
を
は
か
・
り
、
町
内

こ
お
干
る
商
］
業
振
興
こ
つ
と
み
て
い

ま
す
．

　
青
年
部
発
足
に
あ
わ
せ
て
ノ
「
、
ホ

ー
ル
チ
ー
ム
を
造
成
、
こ
の
七
月
i
二

日
に
西
郷
村
て
開
か
れ
た
東
臼
杵
郡
～

選
大
会
に
出
場
し
ま
し
た
、
．
九
チ
ー
ム

か
参
加
し
た
こ
の
大
会
て
ま
、
昨
年
九

刷
地
区
大
会
て
準
優
勝
し
た
北
測
材
チ

ー
ム
と
刃
γ
O
に
勝
レ
り
残
り
、
県
大
ム
幽
へ

の
出
場
を
決
め
ま
し
た
。

　
七
月
二
↑
二
日
、
宮
崎
市
の
県
総
含

運
動
公
園
で
開
か
れ
た
宮
崎
県
大
会
’
、

ば
、
町
曲
ユ
み
本
チ
ー
ム
は
一
回
戦
か
・
つ

準
決
勝
戦
ま
て
の
三
試
合
を
い
す
れ
タ
、

コ
ー
ル
ト
勝
ち
し
、
決
勝
戦
ヘ
コ
マ
を

す
す
め
ま
し
た
．

　
決
勝
戦
ば
清
武
町
と
対
戦
、
接
戦
な

か
ら
八
対
六
で
F
し
て
優
勝
。
九
月
二

十
二
日
に
宮
崎
市
て
開
か
れ
る
九
州
大

会
に
宮
崎
県
代
表
と
し
て
出
場
す
る
こ

と
に
な
’
）
ま
し
た
。

　
町
商
工
会
青
年
部
ま
、
ノ
フ
ト
ホ
ー

ル
を
↓
つ
の
つ
な
か
一
と
し
て
、
Ψ
・
㌔
ら

に
前
進
し
て
い
㍉
、
、
た
い
と
張
切
っ
て
い

ま
す
．
町
蘭
可
会
手
：
ム
の
九
川
地
区

大
会
て
の
盾
躍
を
、
み
な
き
ん
と
と
も

に
㌧
乏
し
た
h
も
の
て
す
．

二
連
勝
め
ぎ
す

県
青
年
大
会
て
町
チ
ー
ム

　
八
月
八
日
に
町
営
2
ワ
ウ
ノ
」
て
、

第
三
回
↓
田
崎
県
青
任
ノ
ワ
ト
ボ
ー
ル
の

東
臼
杵
郡
大
会
か
開
か
れ
ま
し
た
。

　
こ
の
大
会
に
は
郡
内
・
ハ
町
村
か
ら
六

チ
ー
ム
か
参
加
、
ニ
ハ
ー
ト
に
分
れ
て

リ
ー
ク
戦
て
了
選
を
行
い
ま
し
た
　
本

町
チ
ー
ム
は
椎
葉
村
、
北
郷
村
を
破
，

決
勝
に
進
出
、
決
勝
戦
て
は
門
川
町
と

対
戦
し
ま
し
た
，
そ
の
結
果
、
六
村
、
一

げ
、
本
酢
明
チ
ー
ム
か
勝
っ
て
優
勝
、
県
－
入

会
へ
出
場
す
る
こ
と
に
な
》
ま
し
た

　
町
年
ま
て
県
大
会
ま
市
町
村
対
抗
の

試
合
て
し
た
か
、
こ
と
し
か
・
つ
市
郡
対

抗
に
改
め
ら
れ
ま
し
た
。

　
本
町
の
隊
年
チ
ー
ム
は
、
昨
年
児
人

会
に
初
出
場
し
、
み
こ
と
優
勝
し
て
ち

、
、
こ
と
し
ば
二
連
勝
を
〔
き
し
て
い

ま
す
　
こ
と
し
ま
’
粟
餅
県
大
会
て
優
勝

し
た
エ
・
ム
か
全
国
肩
下
に
も
出
場
て

き
る
こ
と
か
ら
、
本
町
千
　
ム
ほ
選
手

一
丸
と
な
r
．
て
猛
練
習
に
ま
閉
ん
で
い

ま
す
．

　
県
大
会
は
九
月
一
十
六
日
に
宮
崎
市

の
県
絶
合
連
動
公
園
て
開
か
れ
ま
す
．

　
明
る
い
家
庭
は
健
康
か
ら
　
ス
⊥
：
－

，
を
通
し
て
得
た
健
康
な
体
力
と
気
力

か
ら
生
れ
る
エ
ネ
ゥ
キ
ー
、
そ
れ
に
お

互
い
に
励
ま
し
合
う
粘
神
を
家
庭
つ
く

》
、
社
会
つ
く
主
」
役
み
て
て
ほ
し
い

も
の
て
丁

内
と
す
る
．

　
八
、
表
彰

の
　
各
種
目
の
最
高
記
録
者
に
賞
状
、

リ
レ
ー
の
優
勝
チ
ー
ム
に
優
勝
旗
ま
た

は
カ
，
ド
フ
を
授
与
す
る
．

口
　
こ
と
し
か
ら
新
し
く
与
蕨
技
こ
二
に

採
占
、
を
し
、
絶
今
優
勝
の
公
民
蝕
に
優

勝
旗
を
授
与
す
る
，

旬
　
参
加
者
全
員
に
参
加
負
を
贈
る

四
体
育
祭
当
日
、
応
援
の
状
況
由
引
、
）

に
参
加
選
手
を
；
窪
し
、
依
育
療
の
建

営
に
努
力
し
た
公
民
館
に
、
3
5
乃
良
を

お
く
る

　
九
、
種
目

【
男
子
】
▽
百
“
　
（
2
5
歳
以
下
　
2
6
政

～
2
9
歳
・
5
0
代
・
4
0
伏
　
5
0
歳
幻
卜
）

▽
二
百
隠
（
芋
牛
・
一
般
）
▽
下
西
百

疋
、
　
▽
ユ
ー
丁
－
－
　
、
　
7
ヘ
ア
日
、
リ
　
で
　
、

［，

ﾆ
齢
別
リ
ノ
；
（
小
、
イ
一
年
～
．
．
．
缶

生
・
小
学
四
年
～
パ
年
生
・
中
W
．
～
牛
・

10

縺
E
2
0
代
　
3
0
伏
・
4
0
代
）

▽
ワ
　
し
　
（
走
一
幅
跳
曹
、
）
・
走
一
，
同

跳
へ
）
砲
丸
投
↓
　
中
学
牛
・
局
校
牛
・

一
般
）

【
女
子
】
▽
百
U
　
（
1
0
伏
・
2
G
張
～
2
4

箋
．
5
戊
～
9
’
亥
O
L
O
k
一

　
　
2
　
長
　
　
戸
∠
　
レ

［
r
月
　
　
　
　
　
　
　
　
7
∂
f

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゴ

▽
四
百
、
リ
〆
－
、
τ
年
鑑
別
リ
ノ
ー

（
小
学
↓
任
～
一
年
生
・
小
学
四
年
～

歴
任
生
・
中
凡
～
生
・
立
代
∵
2
0
代
・
豹

代
・
4
0
代
）
▽
「
　
ル
ー
（
走
2
輪
跳

ひ
・
走
一
局
跳
ワ
、
）
　
砲
丸
投
ジ
　
中
芋

生
・
局
校
生
・
　
般
）

【
リ
レ
ー
】
7
職
場
対
抗
－
ー
ノ
　
、

マ
・
町
内
役
職
員
リ
ノ
ー
、
▽
公
民
飯
役

職
員
－
ー
レ
！

【
伊
藤
】
▽
予
納
・
一
般
、
［
一
り
、

▽
婦
人

，
つ

こ，
つ町報と（5）
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3
日
・
老
人
福
祉
館
で

戦
没
者
の
遺
族
な
ど
の
移
動
相
談

　
戦
没
者
の
遺
族
・
戦
傷
病
者
お
よ
び

も
と
軍
人
・
軍
属
な
と
の
み
な
き
ん
を

対
象
に
、
困
給
・
扶
助
料
・
年
金
・
弔

慰
金
な
と
に
つ
い
て
の
移
動
相
談
か
開

か
れ
ま
す
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
彫
人
・
可
属

　
戦
没
者
の
遺
族
　
　
ま
た
は
準
軍
属

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
動
員
学
徒
・

徴
用
丁
な
と
）
と
し
て
勤
務
に
関
連
し

て
死
亡
さ
れ
た
方
の
遺
族
に
は
公
務
扶

助
料
・
遺
族
年
金
・
遣
族
給
与
金
・
弔

慰
金
遺
族
一
時
金
及
び
特
別
給
仕
金

な
と
の
支
給
制
咳
か
あ
り
ま
す

90歳以上の長寿者名簿

　　　　　（昭和51年8月1日調べ）

▼
昭
和
十
二
年
七
月
七
日
以
後
に
戦
没

き
れ
た
建
て
、
昭
和
五
↑
年
三
月
三
十

一
日
ま
て
に
公
務
扶
助
料
や
遺
族
年
金

・
遺
族
給
与
金
な
と
を
受
ナ
る
遺
族
か

い
な
く
な
っ
て
い
る
場
合
に
は
、
戦
没

者
の
妻
、
子
、
父
母
、
孫
、
祖
父
母
、

兄
弟
姉
妹
の
う
ち
の
先
順
位
者
に
特
別

弔
慰
金
（
二
十
万
円
の
国
庫
債
券
）
か

支
給
さ
れ
ま
す
　
な
お
こ
れ
は
三
万
円

の
特
別
弔
慰
金
を
受
け
た
方
に
も
支
給

ふ
．
・
れ
ま
す
．

　
　
　
　
　
　
　
軍
人
・
軍
属
ま
た

　
戦
傷
病
者
　
　
は
準
軍
属
（
動
員
学

　
　
　
　
　
　
徒
・
徴
用
工
な
と
）

年齢

101

100

98

93

93

92

92

9
1

9
1

9
1

90

90

90

90

生年月日
明治8．622

ノノ

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

ノノ

〃

〃

〃

〃

9328

11．814

16．7．25

16d．5

17．4．14

174．17

17．10　1

18．6．15

18．7．18

1810．5

18．128

192．16

19．6．27

名

徳次郎

平太郎

タ　　テ

弓
　
ウ

ト
　
リ

市
セ
升

為
で
ケ
7台　f乍

喜乎治

初太郎

で　チ

　
　
野
野
田
木
月
合
田
口
井
田
木
口

自
註
海
箪
三
三
［
谷
帳
太
里
山

所1住

松
ソ

繁
り

木
山

里
　
一

迫
谷
表
迫
内
坂
谷
三
内
谷
迫
原
深
内

　
　
　
　
　
　
野
　
　
　
　
野
　
　
　
重
　
　
野

寺
坪
越
寺
鶴
羽
乱
臣
鶴
坪
寺
八
仲
鶴

と
し
て
の
勤
務
に
関
連
し
て
受
傷
・
り

白
し
、
そ
の
障
害
が
残
っ
て
い
る
方
に

は
傷
病
弄
い
給
・
障
害
年
金
の
支
給
・
国

鉄
乗
車
券
引
換
証
の
交
付
・
療
養
給
付

な
と
の
制
晩
が
あ
う
ま
す
．

▼
戦
没
者
の
妻
に
も
特
別
給
付
金
の
支

給
制
度
が
あ
り
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
普
通
因
い
給

　
も
と
軍
人
・
軍
属
　
　
年
限
に
達
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
い
方
て
、

軍
人
と
し
て
引
き
続
く
実
在
裏
年
が
三

年
以
上
（
七
年
末
満
）
あ
る
乃
に
は
一

時
因
い
給
か
支
給
さ
れ
ま
す
。
た
た
し
、

す
て
に
一
時
閃
い
給
を
受
け
た
方
に
は
支

給
き
れ
ま
せ
ん
．
、

▼
六
L
I
五
歳
以
し
の
並
日
通
因
心
給
受
給
者

と
、
傷
病
恩
給
受
給
者
及
び
妻
や
子
と

し
て
の
扶
助
料
受
給
者
に
は
、
加
算
年

を
合
算
し
た
年
数
の
額
の
黒
い
給
や
扶
助

料
か
支
給
き
れ
る
の
で
、
改
定
手
続
き

か
必
要
て
す
．
た
セ
し
、
加
算
年
を
加

え
て
も
最
低
保
障
額
を
超
え
な
い
場
合

は
、
改
定
の
効
果
か
な
い
の
て
、
手
続

き
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
、

▼
元
外
国
政
府
職
員
、
外
国
特
殊
法
人

（
瀟
…
鉄
・
華
－
北
山
父
通
な
と
）
、
外
国
特

殊
機
関
（
協
和
会
・
公
社
な
と
）
の
職

員
以
ヒ
（
雇
員
・
準
職
員
は
含
ま
な

い
）
と
し
て
の
在
職
期
間
は
、
一
定
の

条
件
の
も
と
に
軍
人
因
い
給
の
在
職
期
間

に
通
算
さ
れ
ま
す
、

▼
各
種
共
済
年
に
軍
人
・
軍
属
の
在
職

年
及
び
加
算
年
数
を
通
算
す
る
た
め
に

は
、
軍
歴
証
明
が
必
要
て
す
。
軍
歴
証

明
を
受
け
る
揚
合
は
、
履
歴
申
立
書
と

軍
歴
冷
二
v
証
て
き
る
資
料
の
提
出
が
必

要
て
す
。

も0：K「梨沙」

佑
允
前
沼
怜
悠
旭
三
月
梢
梨
沙
渚
瑠

瞳
紗
紘
絢
翠
耶
芙
茜
葵
藍
那
阿
隼
鮎

人命漢字に28字追加

は
当
用
漢
字
表

と
人
名
用
漢
字
別
表 　

悩
ん
だ
あ
ず
く

に
つ
け
た
愛
児
の

名
前
か
、
人
名
漢

字
に
な
い
と
戸
籍

窓
口
で
不
受
理
と

な
，
，
、
ガ
ノ
カ
り

す
る
親
の
姿
を
見

受
け
ま
す
。

　
こ
れ
ま
で
に
名

前
に
使
え
る
文
字

（
干
八
百
五
十
字
）

　
　
（
九
十
二
字
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
終
戦
後
、

　
未
帰
還
者
の
家
族
　
　
外
地
か
ら
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
帰
還
し
て

い
な
い
方
に
つ
い
て
は
、
内
地
の
家
族

か
ら
届
出
を
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま

す
。▼

終
戦
前
か
ら
中
国
に
居
住
し
て
い
る

日
本
婦
人
で
、
墓
参
な
と
の
た
め
に
終

戦
後
は
し
め
て
一
時
帰
国
き
れ
る
方

は
、
往
復
の
旅
費
の
支
給
が
う
け
ら
れ

ま
す

　
　
　
　
　
　
　
以
ト
の
こ
と
に
つ

　
移
動
相
談
　
　
い
て
、
宮
崎
県
障
害

　
　
　
　
　
　
援
護
課
で
つ
き
の
と

お
つ
移
動
相
談
を
行
い
ま
す
の
で
、
相

談
の
あ
る
方
は
お
い
て
く
た
さ
い
．

▼
と
き
　
1
0
月
1
3
日
、
午
前
9
時
3
0
分

　
　
　
　
か
ら
午
後
3
時
ま
て

▼
と
こ
ろ
　
町
老
人
福
祉
館

に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
漢
字
、
そ
れ
に

目
仮
名
と
平
仮
名
に
限
ら
れ
て
い
ま

し
た
。

　
こ
の
た
び
、
漢
字
の
数
を
も
っ
と

増
や
し
て
ほ
し
い
と
い
う
名
付
け
に

悩
↓
、
」
親
の
声
か
反
映
き
れ
、
人
名
漢

字
に
新
し
く
二
十
八
字
の
追
加
が
認

め
ら
れ
ま
し
た
．

　
こ
れ
て
七
月
三
寸
日
か
ら
、
市
町

村
の
戸
籍
係
て
は
二
十
八
字
の
新
入

名
漢
字
を
使
っ
た
名
前
を
受
付
け
る

よ
う
に
な
り
ま
し
た
．

青
年
の
国
内
研
修

10

l
を
幕
別
町
へ
派
遣

　
八
月
二
十
日
か
ら
ニ
ヨ
九
日
ま
て
の

十
日
間
、
町
内
の
青
年
た
ち
一
人
か
、

姉
妹
町
の
北
海
道
幕
別
町
へ
研
修
に
行

っ
て
き
ま
し
た
．
．
こ
の
研
修
も
こ
と
し

　．

纉
�
�
ﾚ
、
延
へ
三
十
人
か
参
加
。

　
【
参
加
者
】
　
里
、
木
カ
オ
ル
（
寺
迫
4
、

木
村
孝
太
郎
（
小
野
田
）
、
松
尾
昇
（
迫

野
内
）
、
鶴
田
太
美
（
迫
野
内
）
、
田
申

祐
子
（
仲
深
）
、
橋
口
丸
美
（
寺
迫
）
、

矢
野
哲
朗
（
坪
谷
）
、
　
海
野
洋
文
（
坪

谷
）
、
海
野
二
三
生
（
越
表
）
、
佐
藤
欣

一
（
越
表
）
．

　
【
引
率
者
】
小
林
錬
一
（
税
務
課
長
）



（6）田丁報とうこ・う

お知ちせ

噸
蜘
珍

翻
　
・

穏
垣

三
種
総
門
ワ
ク
チ
ン

　
　
予
防
接
種
の
お
知
ら
せ

　
町
で
は
別
表
の
日
程
で
百
日
ゼ
キ
、

ジ
フ
テ
リ
ア
、
破
但
切
凧
【
の
三
種
｛
混
ム
ロ
ワ

3種混合ワクチン予防接種の日程表

接種場所3回目2回〔1回目

中央公民館10月12日9月21日8月51日

坪谷小学校10月15日

坪谷保育所10月15日

9月24日

9月24日

9月3日

9月3日

；小学校

内保育所
ク
チ
ン
の
接
種
を
行
な
い
ま
す
。

　
予
防
接
種
を
必
要
と
す
る
者

▼
第
一
期

↓
　
昭
和
四
十
七
年
八
月
三
十
一
日
か

　
ら
昭
和
四
十
九
年
八
月
三
十
一
日
ま

　
で
に
生
れ
た
幼
児
。

②
昭
和
四
十
九
年
度
の
接
種
で
第
一

　
期
を
一
回
し
か
接
種
し
て
い
な
い
幼

　
児
。

▼
第
二
期

　
　
昭
和
四
十
九
年
度
に
第
一
期
を
二

　
回
か
ら
三
回
接
種
し
た
幼
児
で
、
五

　
十
年
度
に
第
二
期
の
接
種
を
す
ま
せ

　
て
い
な
い
幼
児
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
校

郷
「
野

東
…
鶴

10月19日9月28日9月7日

10月19日9月28日9月7日

越表小学校

東郷幼稚園

10月20日9月29日9月8日

地　域　区　分

小野田、鶴野内、迫野内、
八重原、田野、羽坂

坪谷小学校、坪谷幼稚
園、坪谷、仲深

坪谷保育所

東郷小学校

鶴野内保育所

…多目小学校、越表、下渡

1川

10月21日9月30日9月9日

身心小学校

寺迫小学校

10月21日9月30日9月9日

郷幼稚園

瀬小学校、福瀬

東
児

10月22日10月1日9月10日寺迫小学校、寺口

▼
第
三
期

目
　
小
学
校
に
入
学
後
六
ヵ
月
以
内
の

　
児
童
（
昭
和
四
十
五
年
四
月
二
日
か

　
ら
昭
和
四
十
六
年
四
月
一
日
ま
で
の

　
間
に
生
れ
た
児
童
）

▼
第
四
期

　
　
小
学
校
卒
業
前
六
ヵ
月
以
内
の
児

　
童
（
昭
和
三
十
七
年
四
月
二
日
か
ら

　
昭
和
三
十
八
年
四
月
一
日
置
で
の
問

　
に
生
れ
た
旧
ル
山
里
）

　
な
お
、
昭
和
五
十
年
度
か
ら
第
一
期

の
接
種
時
期
が
生
後
二
十
四
ヵ
月
か
ら

四
十
八
ヵ
月
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
接
種
の
方
法
は
第
一
期
で
三
週
間
ご

と
に
三
回
接
種
し
、
第
一
期
が
終
了
し

て
十
ニ
ヵ
月
か
ら
十
八
ヵ
月
後
丸
二
期

を
一
回
接
種
し
ま
す
。

　
受
診
上
の
注
意

④
　
第
一
期
か
ら
第
三
期
ま
で
の
該
当

　
者
に
は
、
必
ず
保
護
者
が
母
子
手
帳

　
を
持
参
し
て
同
行
し
て
く
だ
さ
い
。

②
こ
の
三
種
混
合
ワ
ク
チ
ン
の
予
防

　
接
種
は
、
接
種
回
数
が
大
切
で
す
。

　
と
く
に
第
一
期
は
三
回
接
種
し
な
け

　
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
の
で
、
健
康
管
理

　
に
は
十
分
な
注
意
を
は
ら
っ
て
く
だ

　
さ
い
。

　
下
渡
川
と
羽
坂
で
開
催

　
　
　
　
移
動
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー

　
町
で
は
五
月
か
ら
消
費
生
活
一
日
教

室
を
開
催
し
て
き
ま
し
た
が
、
地
理
的

時
間
的
に
簡
単
に
受
講
で
き
な
い
み
な

き
ん
の
要
望
に
こ
た
え
て
、
移
動
消
費

生
活
セ
ン
タ
ー
を
開
き
ま
す
。

　
受
講
希
望
者
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
区

の
代
表
者
に
申
し
込
ん
で
く
だ
さ
い
。

今
月
の
納
税

国
民
健
康
保
険
税
　
二
期

納
期
　
　
九
月
三
十
日

差
《
開
催
要
領
》

　
下
渡
川
地
区

▽
と
き
　
9
月
9
日
　
午
後
1
時
よ
り

　
　
　
3
時
ま
で

▽
と
こ
ろ
　
下
渡
川
集
会
所

▽
テ
ー
マ
　
加
工
食
［
［
叩
の
選
び
方

▽
内
容
　
講
義
と
商
品
研
究
会
、
買
い

　
　
　
物
と
苦
情
の
相
談

▽
代
表
者
　
山
床
ハ
ル
エ

　
羽
坂
地
区

▽
と
き
　
9
月
1
0
日
　
午
前
9
時
よ
り

　
　
　
午
後
2
時
ま
で

▽
と
こ
ろ
　
羽
坂
公
民
館

▽
テ
ー
マ
　
加
工
食
品
の
選
び
方

▽
内
容
　
講
義
と
商
品
研
究
会
、
簡
易

　
　
　
商
品
テ
ス
ト
の
実
習
、
映
画
、

　
　
　
話
し
合
い
、
買
い
物
と
苦
情
の

　
　
　
相
談

▽
代
表
者
　
新
名
鈴
子

　
善
意
の
と
も
し
び

　
忌
明
寄
付
と
し
て
、
つ
ぎ
の
か
た
か

ら
善
意
が
よ
せ
ら
れ
ま
し
た
。
厚
く
お

礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。

▽
寺
迫
の
海
野
佐
津
夫
さ
ん
か
ら
（
亀

　
市
さ
ん
・
7
1
歳
ご
死
去
）

▽
小
野
田
の
山
田
忠
義
さ
ん
か
ら
（
清

　
市
さ
ん
・
8
0
歳
ご
死
去
）

　
　
今
月
の
心
配
ご
と
相
談
日

　
　
　
九
月
二
十
一
日
（
火
曜
日
）

　
　
　
　
東
郷
町
社
会
福
祉
協
議
会

丁
丁
灘

　
　
　
　
　
7
月
届
出
分

出
生
お
め
で
と
う

赤
ち
ゃ
ん
の
名
　
交
の
名
住
所

海平村直新稲

野野田野名田

政直圭　　実

文樹子誠晶幸
清松定光良重

文嗣久男次行
寺福小福小小
　　野　野野
迫瀬田一瀬．坦一坦

結
婚
お
め
で
と
う

　
　
氏

田甲平生

中斐池藤

千邦美

　　地　　名

穂悪子義

ご
冥
福
を
祈
り
ま
す

…
氏
　
　
　
．
名
．

黒
木
　
忠
　
一

海
野
　
亀
　
市

一
住
所
．

広
島
市

迫
野
内

延
岡
市

小
野
田

一．

N
齢
一
住
所
一

　
　
　
　
　
　
　
　

一
5
2
　
小
野
田

　
7
1
　
寺
迫

　
　
　
一

，圃一1一人ロ・・一1－i
ニ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ
こ

オ51年・月・日斑　i
…　　　　　　（　）は駕前月比　　　　　＝

　　　　　　　　　　ロ1男　3，283人　　　　　　　　　　≡
ヨ　　　　（一3）　　妻

≡女　3，452人＝
≡　　　（＋10）　1
呈　総数　6，735人　≡
≡　　　　（＋7）　　3
ロ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リ
＝　世帯数　1，759世帯　茎

≡　　　　（一2）　　≡
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